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後
期
高
齢
者
医
療
保
険

町住民生活課　TEL 096‒234‒1113（内線 105）

■ 「
口
腔
健
診
で
歯
と
口
の
健
康
を

保
ち
ま
し
ょ
う

　

今
年
度
も
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

加
入
者
を
対
象
と
し
た「
歯
科
口
腔（
こ

う
く
う
）
健
診
」
を
実
施
し
ま
す
。

　

身
体
の
健
康
と
同
様
に
、
口
の
中
の

健
康
を
保
つ
こ
と
は
と
て
も
大
切
で

す
。
保
た
れ
て
い
な
い
と
、
虫
歯
や
歯

周
病
に
か
か
る
だ
け
で
な
く
口
腔
機
能

が
低
下
し
て
糖
尿
病
や
心
臓
病
な
ど
全

身
の
病
気
に
か
か
り
や
す
く
な
り
、
要

介
護
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ

り
ま
す
。

　

特
に
高
齢
に
な
る
と
、
む
せ
た
り
、

の
ど
に
つ
か
え
た
り
す
る
こ
と
が
多
く

な
り
、
口
の
中
の
細
菌
な
ど
が
肺
に

入
っ
て
、
肺
炎
を
起
こ
す
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　

毎
年
１
回
の
「
歯
科
口
腔
健
診
」
で
、

歯
と
口
の
健
康
を
保
ち
ま
し
ょ
う
。

▼
対
象
者

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
加
入
者

※
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
さ
れ
て
い
る
方

　

や
６
カ
月
以
上
病
院
に
入
院
さ
れ
て

　

い
る
方
、
ほ
か
の
公
共
事
業
で
同
じ

　

歯
科
健
診
を
受
診
さ
れ
た
方
は
対
象

　

に
な
り
ま
せ
ん
。

▼
実
施
期
間

　

令
和
元
年
８
月
１
日
（
木
）
〜
12
月

31
日
（
火
）

▼
実
施
場
所

　

町
が
契
約
し
て
い
る
歯
科
医
院
（
受

診
券
と
併
せ
て
送
付
し
ま
す
）

▼
自
己
負
担
額

　

４
０
０
円

▼
健
診
項
目

　

問
診
、
歯
・
入
れ
歯
の
状
況
、
か
み

合
わ
せ
、
口
腔
内
の
状
況
、
飲
み
込
む

機
能
な
ど

▼
受
診
方
法

①
７
月
中
に
郵
送
す
る
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
と
併
せ
て
、
受
診
券

と
実
施
場
所
の
歯
科
医
院
一
覧
を
同

封
し
て
お
送
り
し
ま
す
。

②
受
診
券
が
届
い
た
ら
、
受
診
を
希
望

す
る
歯
科
医
院
を
予
約
を
し
て
く
だ

さ
い
。

③
予
約
し
た
歯
科
医
院
で
、
受
診
券
と

被
保
険
者
証
を
ご
準
備
の
上
、
受
診

し
て
く
だ
さ
い
。

職
員
採
用
試
験

町総務課　TEL 096‒234‒1140（内線 221）

■
一
般
職
事
務
員
な
ど
を
採
用
予
定

▼
試
験
職
種
お
よ
び
採
用
予
定
人
員

①
高
等
学
校
卒
業
程
度

　

・
一
般
事
務　

３
人
程
度

　

・
土
木　
　
　

１
人
程
度

　

・
建
築　
　
　

１
人
程
度

【
受
験
資
格
】

　

平
成
５
年
４
月
２
日
〜
平
成
14
年
４

月
１
日
に
生
ま
れ
た
者

②
資
格
免
許
職

　

・
介
護
支
援
専
門
員　

１
人
程
度

【
受
験
資
格
】

　

昭
和
49
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
者
で
、
有
効
期
間
満
了
日
を
迎
え
て

い
な
い
介
護
支
援
専
門
員
証
を
有
す
る

者
（
令
和
２
年
３
月
ま
で
に
取
得
見
込

み
の
者
を
含
む
）

③
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者

　

・
一
般
事
務　

３
人
程
度

【
受
験
資
格
】

　

昭
和
49
年
４
月
２
日
〜
平
成
５
年
４

月
１
日
に
生
ま
れ
た
者
で
、
民
間
企
業

な
ど
で
の
職
務
経
験
が
５
年
以
上
あ
る

者
（
う
ち
「
土
木
工
事
の
設
計
、
施
工

管
理
に
係
る
職
務
経
験
が
５
年
以
上
あ

る
者
」
と
「
建
築
物
の
設
計
、
工
事
監

理
、
施
工
管
理
な
ど
に
係
る
職
務
経
験

が
５
年
以
上
あ
る
者
」
を
各
１
人
）

▼
申
し
込
み
手
続
き
方
法

①
持
参
ま
た
は
郵
送

　

 

郵
送
の
場
合
は
、
町
発
行
の
採
用
試

験
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

受
験
票
返
信
用
と
し
て
82
円
切
手
を

貼
っ
た
封
筒
（
宛
先
、
郵
便
番
号
を

明
記
）
を
同
封
し
、「
甲
佐
町
職
員

採
用
試
験
申
込
」
と
朱
書
き
し
て
簡

易
書
留
郵
便
で
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

持
参
の
場
合
は
、
町
総
務
課
窓
口
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

②
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
電
子
申
請
）

　

町
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
試
験
案
内

　
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
操
作
方
法
」
を

　

よ
く
読
ん
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
受
付
期
間

　

７
月
29
日（
月
）〜
８
月
16
日（
金
）

※ 

郵
送
の
場
合
は
、
８
月
16
日
（
金
）

消
印
有
効
で
す
。

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
場
合
は
、
８
月

　

16
日
（
金
）
午
後
５
時
ま
で
に
正
常

　

に
到
達
し
た
も
の
を
受
け
付
け
ま
す
。

▼
試
験
日
時
お
よ
び
試
験
会
場

・
第
１
次
試
験

　

９
月
22
日
（
日
）
午
前
８
時
30
分
集
合

　

県
立
御
船
高
等
学
校

※ 

試
験
結
果
は
、
10
月
中
旬
に
合
格

者
・
不
合
格
者
と
も
に
通
知
す
る
ほ

か
、
町
役
場
に
掲
示
し
ま
す
。

・
第
２
次
試
験

　

10
月
下
旬
〜
11
月
上
旬
（
予
定
）

歯 科 口 腔 健 診 を
受 診 し ま し ょ う

受 診 の 申 し 込 み は 町 住 民 生 活 課 ま で

令
和
元
年
度
町
職
員
採
用
試
験

の
お
知
ら
せ



町からのお知らせ　【７月】
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国
民
健
康
保
険

町住民生活課　TEL 096‒234‒1113（内線 105）

国
民
年
金

町住民生活課　TEL 096‒234‒1113（内線 104）

■ 

現
在
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
で
す

　

現
在
お
持
ち
の
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日

（
水
）
で
す
（
短
期
証
を
除
き
ま
す
）。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
世
帯
主
あ

て
の
簡
易
書
留
郵
便
に
て
お
送
り
し
ま

す
。

■ 

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
と
高

齢
受
給
者
証
が
一
体
化
し
ま
す

　

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
被
保
険
者
の

方
に
は
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

と
高
齢
受
給
者
証
を
そ
れ
ぞ
れ
交
付
し

て
い
ま
し
た
が
、
今
回
の
更
新
か
ら

「
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
兼
高
齢

受
給
者
証
」
１
枚
と
な
り
ま
す
。

　

一
体
化
し
た
被
保
険
者
証
に
は
、
病

院
や
薬
局
な
ど
を
受
診
す
る
際
の
一
部

負
担
金
割
合
（
今
ま
で
高
齢
受
給
者
証

に
記
載
さ
れ
て
い
た
内
容
）
が
記
載
さ

れ
て
お
り
、
70
歳
の
誕
生
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
１
日
（
た
だ
し
１
日
生
ま
れ

の
方
は
当
日
）
か
ら
使
用
で
き
ま
す
。 

　

自
己
負
担
割
合
は
、
所
得
区
分
が

「
一
般
」「
区
分
Ⅱ
」「
区
分
Ⅰ
」
の
場

合
が
２
割
、「
現
役
並
み
所
得
者
」
の

場
合
が
３
割
で
す
。

■ 

所
得
区
分

　

自
己
負
担
限
度
額
の
所
得
区
分
は
、

世
帯
主
お
よ
び
被
保
険
者
の
前
年
の
所

得
な
ど
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
ま
す
。

・「
現
役
並
み
所
得
者
」

　

同
じ
世
帯
に
住
民
税
課
税
所
得
が

１
４
５
万
円
以
上
の
70
歳
か
ら
74
歳
ま

で
の
被
保
険
者
が
い
る
人

・「
一
般
」

　

世
帯
主
お
よ
び
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
が
住
民
税
課
税
で
、
医
療
費
の
自

己
負
担
割
合
が
２
割
の
人

・「
区
分
Ⅱ
」（
低
所
得
者
Ⅱ
）

　

世
帯
主
お
よ
び
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
が
住
民
税
非
課
税
で
、
低
所
得
者

Ⅰ
以
外
の
人

・「
区
分
Ⅰ
」（
低
所
得
者
Ⅰ
）

　

世
帯
主
お
よ
び
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
が
住
民
税
非
課
税
で
、
そ
の
世
帯

の
各
所
得
が
必
要
経
費
な
ど
を
控
除
し

た
と
き
に
０
円
と
な
る
人

国 民 健 康 保 険 
被保険者証の更新について

詳しくは町住民生活課へお尋ねください

■ 「
納
付
免
除
・
納
付
猶
予
制
度
」

を
ご
存
知
で
す
か

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
経
済
的

に
困
難
な
場
合
、保
険
料
の
納
付
が「
免

除
」
ま
た
は
「
猶
予
」
と
な
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。
免
除
・
猶
予
を
受
け
る
こ

と
で
年
金
受
給
権
（
老
齢
基
礎
年
金
・

障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
年
金
）
が
確
保

で
き
ま
す
。

①
免
除
（
全
額
・
一
部
免
除
）
申
請

　

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
各
々
の
前

年
所
得
（
過
去
年
度
分
に
つ
い
て
は
、

そ
の
前
年
所
得
）
が
一
定
額
以
下
の
場

合
や
失
業
な
ど
の
理
由
が
あ
る
場
合
、

申
請
に
よ
り
全
額
ま
た
は
一
部
免
除
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
一
部
免
除
の
場
合
、
納
付
す
べ
き
保

　

険
料
を
納
付
し
な
い
と
一
部
免
除
が

　

無
効
に
な
り
ま
す
。

②
納
付
猶
予
申
請

　

50
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
・
配
偶
者

各
々
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
、
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

③
退
職
（
失
業
）
に
よ
る
特
例
申
請

　

退
職
（
失
業
）
さ
れ
た
方
の
前
年
の

所
得
額
を
０
円
と
し
て
審
査
さ
れ
ま
す
。

■
免
除
申
請
方
法
と
免
除
期
間

　

今
年
度
の
申
請
受
付
は
、
７
月
か
ら

開
始
さ
れ
令
和
元
年
７
月
分
か
ら
令
和

２
年
６
月
分
ま
で
の
期
間
を
対
象
と
し

ま
す
。
ま
た
、過
去
期
間
に
つ
い
て
は
、

申
請
書
を
提
出
し
た
日
か
ら
２
年
１
カ

月
前
ま
で
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
全
額
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予

の
承
認
を
受
け
た
方
が
翌
年
度
以
降
も

引
き
続
き
免
除
・
納
付
猶
予
の
承
認
を

希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
申
請
時
に
継
続

の
申
し
出
を
さ
れ
る
と
、
翌
年
度
以
降

の
申
請
は
不
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
失
業
に
よ
る
特
例
の
申
請

の
場
合
は
、
翌
年
度
も
申
請
が
必
要
で

す
。準

備
す
る
も
の

・
年
金
手
帳
、
印
か
ん

※
失
業
に
よ
る
申
請
の
場
合
、
離
職
票

　

ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

お
問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
東
年
金
事
務
所

　

TEL
０
９
６
‐
３
６
７
‐
８
１
４
４

「納付免除・納付猶予
制度」をご存じですか

詳しくは町住民生活課へお尋ねください


